
 

2024 年度 第 2 回 名大本番レベル模試 世界史 

採点基準 

全 4 問 90 分 200 点満点 

問題Ⅰ（50 点） 

採点基準 

問 1 

a）2 点 ・「カタコーム」も可 

b）2 点 ・「ネロ」も可 

問 2 

a）2 点 

b）（基準の合計 16 点→12 点満点） 

＊ アッシリア王国（基準の合計 10 点→8 点） 

1. 〔アッシリア王国①〕圧政を敷いた 2 点 

 「服属民を厳しく統治した」など統治の特徴を正しくまとめていれば表現は幅広く許容 

2. 〔アッシリア王国②〕強制移住政策を取った 3 点 

3. 〔アッシリア王国③〕（征服した）諸民族に重税を課した 3 点 

4. 〔アッシリア王国④〕抵抗した都市は徹底的に破壊した 2 点 

 

＊ アケメネス朝（基準の合計 11 点→8 点） 

5. 〔アケメネス朝①〕（征服した）諸民族に対して寛容だった 2 点 

6. 〔アケメネス朝②〕（①の例）諸民族の法／宗教／慣習が認められた 3 点 

7. 〔アケメネス朝③〕（②に関しては）税／軍役／貢納を条件とした 3 点 

8. 〔アケメネス朝④〕各民族の商業活動を保護した／民族を問わず人材が登用された 3 点 

 商業活動については「フェニキア人」「アラム人」など具体的な名前を挙げても可 

 

c）2 点 ・「シオニズム運動」も可 

 



 

問 3 

a）2 点 

b）2 点 ・「トゥール＝ポワティエ間の戦い」も可 

問 4 

a）2 点 

b）（基準の合計 9 点→8 点満点） 

1. 〔431 年の公会議①〕エフェソス公会議  2 点 

2. 〔431 年の公会議②〕ネストリウス派が異端とされた 1 点 

3. 〔431 年の公会議③〕東方世界に広まった／中国では景教と呼ばれた 1 点 

 「東方世界」については「中国」「ペルシア」など具体的な地名を挙げても可 

4. 〔451 年の公会議①〕カルケドン公会議  2 点 

5. 〔451 年の公会議②〕単性論が異端とされた 1 点 

6. 〔451 年の公会議③〕エジプト／アルメニア／シリア／エチオピアに広まった 1 点 

7. 〔451 年の公会議④〕エジプトにはコプト教会で信仰された 1 点 

 

問 5（基準の合計 21 点→12 点満点） 

1. 〔聖像禁止令の内容①〕レオン 3 世が制定した 2 点 

2. 〔聖像禁止令の内容②〕聖像の禁止／破壊を命じた 1 点 

 「聖像」は「聖画像」「イコン」でも可とし以降の加点項目でも同様 

3. 〔聖像禁止令の背景①〕イスラーム勢力の台頭 2 点 

 「イスラーム勢力」の影響を受けたことに適切に触れられていれば可 

4. 〔聖像禁止令の背景②〕イスラームは／キリスト教の（元々の）教義は偶像崇拝を禁じた 3 点 

 「聖像崇拝」と書いている場合は 2 点のみ加点 

5. 〔聖像禁止令の背景③〕聖像は偶像崇拝に当たるとした 2 点 

6. 〔聖像禁止令の背景④〕（帝国内の）教会の弱体化／皇帝権力の安定化 2 点 

7. 〔聖像禁止令の結果①〕聖像が破壊された／聖像破壊運動（イコノクラスム）の勃発 2 点 

8. 〔聖像禁止令の結果②〕ローマ教会が聖像禁止令に反発した／ビザンツ帝国と対立した 2 点 

9. 〔聖像禁止令の結果③〕（②の理由）ローマ教会がゲルマン人への布教に聖像を必要とした 3 点 

 「ゲルマン人」がないものは 2 点のみ加点 

10. 〔聖像禁止令の結果④〕東西教会の分裂に繋がった 2 点 

 

問 6 2 点 

問 7 2 点 

  



 

問題Ⅱ（50 点） 

採点基準 

問 1 

（1） 2 点 ・「合衆国」も可 

（2）（基準の合計 10 点→8 点満点） 

1. 〔清の不利益①〕アヘン吸引に伴う健康被害が生じた／アヘン中毒者が増加した 2 点 

 アヘンの人体への害が説明されていれば表現は幅広く許容 

2. 〔清の不利益②〕アヘン貿易により銀が国外に流出した／国内の銀価が高騰した 3 点 

 「銀」と関連付けて不利益が説明できていれば表現は幅広く許容 

3. 〔清の対応①〕林則徐が広州に派遣された／林則徐を欽差大臣に任じた 3 点 

 林則徐の役職／派遣先が挙げられていない場合は 1 点のみ 

4. 〔清の対応②〕(林則徐は)アヘンの没収／破棄を強行した／アヘン貿易を厳禁した 2 点 

 アヘン対策が具体的に書かれていれば可 

 

問 2 

（1） 

 ○イ  2 点 

 ○ウ  2 点 

（2） 

 ○エ  2 点 

 ○オ  2 点 

問 3 

（1） 2 点 

（2） 

 ○キ  2 点 

 ○ク  

（語句） 2 点 

（内容）（基準の合計 4 点→4 点満点） 

1. 〔中体西用の内容①〕中国の伝統／儒教道徳を用いた 1 点 

 「中国の学問／制度」も可 

2. 〔中体西用の内容②〕①を根本に置いた／本体と見なした 1 点 

3. 〔中体西用の内容③〕西洋の技術を用いた 1 点 

4. 〔中体西用の内容④〕③を手段／利用する対象と見なした 1 点 



 

 ①と比べて重要度が低かったことがわかれば表現は幅広く許容 

 

問 4 

 ○ケ  2 点 

 ○コ  2 点 

問 5 

（1）  2 点 

（2） 

 ○シ  

（語句） 2 点 

（場所） 2 点 

問 6（基準の合計 18 点→12 点満点） 

＊ 事件名（基準の合計 2 点→2 点） 

1. 〔事件名〕明治六年の政変／征韓論政変 2 点 

 

＊ 事件の経緯（基準の合計 16 点→10 点） 

2. 〔征韓論①〕西郷隆盛／板垣退助／江藤新平が征韓論を唱えた 2 点 

 明治六年の政変で政府を去った人物として言及していても加点する 

3. 〔征韓論②〕（①の人物は）留守政府に属した 2 点 

4. 〔征韓論③〕（②は）岩倉使節団派遣中の政府のこと 2 点 

 「岩倉使節団」への言及は本項で採点（例：「使節団帰国後に征韓論が否定された」は可） 

5. 〔征韓論④〕（征韓論とは）朝鮮に対する武力による開国要求（を辞さない考え） 3 点 

 「強硬な態度を取った」のように武力について言及がない場合 1 点 

6. 〔明治六年の政変①〕岩倉（具視）が征韓論を否定した 2 点 

 「大久保利通／木戸孝允」でも可 

7. 〔明治六年の政変②〕（①の理由）内治／国内体制の整備を優先した 3 点 

8. 〔明治六年の政変③〕征韓論の賛成派が政府を去った 2 点 

  



 

問題Ⅲ（50 点） 

採点基準 

問 1 

a 2 点 

b 2 点 

c 2 点 

問 2（基準の合計 18 点→12 点満点） 

1. 〔開始の経緯①〕アルジェリアはオスマン帝国支配下にあった 3 点 

2. 〔開始の経緯②〕シャルル 10 世がアルジェリア出兵を行った 3 点 

 「シャルル 10 世」がない場合は 1 点のみ 

 「シャルル 10 世」がなくても復古王政下で行われたことを指摘したものは可とする 

3. 〔開始の経緯③〕(②は)反動政治への国内の不満を逸らすために行われた 3 点 

 「反動政治」への言及がない場合は 2 点のみ 

4. 〔終了の経緯①〕（20 世紀半ばに）アルジェリア戦争が発生した 3 点 

5. 〔終了の経緯②〕（①をきっかけに）第四共和政が崩壊した 3 点 

 「フランスの国論が二分された」など，①により社会的混乱が生じたことがわかれば可 

6. 〔終了の経緯③〕第五共和政下で／ド＝ゴールが独立を認めた 3 点 

 

問 3 各 1 点 

問 4 

（1）2 点  

（2）（基準の合計 10 点→8 点満点） 

1. 〔英仏協商の目的①〕ドイツへの対抗 2 点 

2. 〔英仏協商の目的②〕（ドイツは）海軍力増強／対外進出を進めていた 2 点 

 「帝国主義政策／「世界政策」」と要約したものも可 

3. 〔英仏協商の内容①〕エジプトでのイギリスの優越をフランスが認める 3 点 

 「英仏のアフリカでの勢力範囲を決めた」など地域名を挙げていない場合本項で満点として

採点 

4. 〔英仏協商の内容②〕モロッコでのフランスの優越をイギリスが認める 3 点 

 「英仏のアフリカでの勢力範囲を決めた」は本項では加点しない 

 



 

問 5 

（1）2 点 

（2）（基準の合計 20 点→12 点満点） 

1. 〔戦争発生の経緯①〕ナセルがアスワン＝ハイダムの建設を進めた 3 点 

 「ナセル」は他の文脈で用いても可 

 「ナセル」が解答内で用いられていない場合は 1 点のみ 

2. 〔戦争発生の経緯②〕イギリス／アメリカが（エジプトへの）援助をやめた 3 点 

3. 〔戦争発声の経緯③〕（②の背景）ナセルがソ連に接近した 2 点 

4. 〔戦争発生の経緯④〕（②を受けナセルは）スエズ運河の国有化を宣言した 3 点 

5. 〔戦争終結の経緯①〕アメリカ／ソ連が 3 カ国に撤退を求めた 3 点 

6. 〔戦争終結の経緯②〕国連が停戦決議を出した 3 点 

 米ソ以外にも国際的な批判が生じたことがわかれば幅広く表現を認める 

7. 〔戦争終結の経緯③〕3 カ国はエジプトから撤退した 3 点 

 

問 6 

運動の名称 2 点 ・「パン＝アフリカ主義」「汎アフリカ主義」でも可 

人物の名 2 点 

問 7 2 点 

  



 

問題Ⅳ（50 点） 

採点基準 

（基準の合計 64 点→50 点満点） 

＊ 元首政の時代（基準の合計 36 点→24 点） 

1. 〔オクタウィアヌス①〕オクタウィアヌスが元首政を始めた 2 点 

2. 〔オクタウィアヌス②〕元老院からアウグストゥス（尊厳者）の称号を得た 2 点 

3. 〔オクタウィアヌス③〕共和政の伝統／元老院を尊重した 2 点 

4. 〔オクタウィアヌス④〕市民のなかの第一人者／プリンケプスを自称した 2 点 

5. 〔オクタウィアヌス⑤〕要職を独占した 2 点 

 「執政官の権限を握った」や「護民官の権限を握った」など具体的に書かれていても可 

 「事実上の皇帝独裁を行った」も可 

6. 〔ローマの平和①〕国内が繁栄した／「ローマの平和」と呼ばれた 2 点 

 「パクス＝ロマーナ」も可 

7. 〔ローマの平和②〕ローマ風の都市が建設された 2 点 

8. 〔ローマの平和③〕季節風（モンスーン）貿易によって交易圏が拡大した 2 点 

 「中国／インド／東南アジア」など交易した地域を挙げたものも可 

9. 〔ローマの平和④〕トラヤヌス帝／五賢帝の時代に領土は最大となった 2 点 

10. 〔ローマの平和⑤〕皇帝が市民のため／社会の安定のため娯楽施設を提供した 4 点 

 提供の対象／目的が書かれていないものは不可 

11. 〔ローマの平和⑥〕（⑤の具体例）浴場／コロッセウム／円形闘技場 2 点 

12. 〔ローマの平和⑦〕皇帝は食糧を提供した／インフラを整備した 2 点 

13. 〔ローマの平和⑧〕属州下層民は重税に苦しんだ 2 点 

14. 〔カラカラ帝①〕カラカラ帝はアントニヌス勅令を出した 2 点 

15. 〔カラカラ帝②〕（①の内容）帝国内の全自由人にローマ市民権を付与した 4 点 

 市民権の対象が明示されていない場合は 2 点のみ 

16. 〔カラカラ帝③〕（②の結果）ローマ帝国は世界国家となった 2 点 

 

＊ 軍人皇帝時代（基準の合計 26 点→16 点） 

17. 〔3 世紀の危機①〕（2 世紀末は）属州が繁栄していた／ローマの支配がゆらぎ始めた 2 点 

18. 〔3 世紀の危機②〕（①の結果）皇帝が短期間で入れかわる軍人皇帝時代となった 4 点 

 「各属州の軍隊が皇帝を擁立し争う」など軍人皇帝時代が説明できていれば可 

 「軍人皇帝時代が始まった」のみは不可 

19. 〔3 世紀の危機③〕（②の結果）元老院が無力化した 2 点 



 

20. 〔3 世紀の危機④〕ゲルマン人の攻撃を受けた 2 点 

21. 〔3 世紀の危機⑤〕ササン朝の攻撃を受けた 2 点 

22. 〔3 世紀の危機⑥〕この時代は財政／経済が混乱した／3 世紀の危機と呼ばれた 2 点 

23. 〔コロナトゥス①〕皇帝は都市に重税を課した 2 点 

24. 〔コロナトゥス②〕（①の目的）軍事費の捻出のため 2 点 

25. 〔コロナトゥス③〕（①の結果）有力者は都市から／郊外へ逃れた 2 点 

26. 〔コロナトゥス④〕有力者はコロナトゥスを経営した 2 点 

 広い土地を領有したことが読み取れれば可 

 専制君主政の時代で書かれていても可（⑤・⑥も同様） 

27. 〔コロナトゥス⑤〕（④では）小作人／コロヌスが使役された 2 点 

28. 〔コロナトゥス⑥〕（小作人となったのは）没落した農民／解放奴隷 2 点 

 「（都市から逃げ出した）下層市民」でも可 

 

＊ 専制君主政の時代（基準の合計 45 点→24 点） 

29. 〔ディオクレティアヌス帝①〕ディオクレティアヌス帝が専制君主政を始めた 2 点 

30. 〔ディオクレティアヌス帝②〕（①の内容）共和政の政治形式は払拭された 2 点 

 「皇帝に権力が集中した」でも可 

31. 〔ディオクレティアヌス帝③〕軍人皇帝時代の混乱を収拾した 2 点 

32. 〔ディオクレティアヌス帝④〕四帝分治制を始めた 2 点 

 「テトラルキア」「四分統治制」「四帝統治制」でも可 

33. 〔ディオクレティアヌス帝⑤〕（④の内容）帝国を東西に分けた 2 点 

 帝国を東西に分けたことが読み取れれば可 

34. 〔ディオクレティアヌス帝⑥〕皇帝崇拝を強制した 2 点 

35. 〔ディオクレティアヌス帝⑦〕キリスト教徒を迫害した 2 点 

36. 〔コンスタンティヌス帝①〕コンスタンティヌス帝がミラノ勅令を出した 4 点 

37. 〔コンスタンティヌス帝②〕（①の内容）キリスト教を公認した 2 点 

38. 〔コンスタンティヌス帝③〕帝国を統一した 2 点 

39. 〔コンスタンティヌス帝④〕軍隊（／官僚制）を強化／ソリドゥス金貨（ノミスマ）を発行

 2 点 

40. 〔コンスタンティヌス帝⑤〕コロヌスの移動を禁じた 2 点 

 「身分／職業を世襲化した」も可 

41. 〔コンスタンティヌス帝⑥〕（⑤の目的）税収入を確保するため 2 点 

42. 〔コンスタンティヌス帝⑦〕ビザンティウムに遷都した 1 点 

43. 〔コンスタンティヌス帝⑧〕ビザンティウムをコンスタンティノープルと改称 1 点 

44. 〔帝国の混乱①〕一連の政策を実行するため皇帝は重税を課した 3 点 



 

 重税の背景がわからないものは 1 点のみ 

45. 〔帝国の混乱②〕（①の結果）属州は反乱を起こした 2 点 

46. 〔帝国の混乱③〕ゲルマン人の大移動により帝国が混乱した 4 点 

 「ゲルマン人」の代わりに「西ゴート人」でも可 

47. 〔テオドシウス帝①〕テオドシウス帝がキリスト教を国教とした 2 点 

48. 〔テオドシウス帝②〕（①の結果）キリスト教が国家権力と結びついた 2 点 

49. 〔帝国の分裂〕テオドシウス帝が帝国を分割した 2 点 

 


